
　市民税には個人が負担する「個人市民税」と、法人等が負担
する「法人市民税」があります。
　個人市民税と個人県民税を合わせたものを「個人住民税」
といい、まとめて市に納めます。

ਓ住ຽ税ݸ　＝　ຽ税ݝਓݸ　ਓ市ຽ税　ʴݸ

等ׂ　ʴ　所ಘׂ　＝　税額ۉ

等ׂۉ
ʹ等ׂ額ۉ　
　5,700円（うち県民税2,200円、市民税3,500円）

所ಘׂ
　所得ׂ額ʹ
　（所得金額ʵ所得߇除額）×税ʵ税額߇除額
　　　課税所得金額
　税は10 （̀市民税6ˋ、県民税4ˋ）

　1月1日現在、大田原市内に住所があり、前年中に一定額以
上の所得があった方

　固定資産税は、毎年1月1日（ො課期日）現在で市内に土地・
家屋・償却資産（これらを総শして「固定資産」といいます）を
所有している人に、毎年4月1日から࢝まる年度の税金を、そ
の価にԠじて負担していただくものです。

等ׂと前年中の所得金額にۉ等の額によって負担するۉ　
Ԡじて負担する所得ׂで年税額が決まります。

税額

普通ऩ
　営業、農業、不動産所得者等は、市役所から納税者に接通
知された納税通知書によって、6月・8月・10月・12月の年4回
の納期に分けて納税します。
　なお、接金༥機関や市役所に出くことができない方の
ために、࠲ޱৼ替の取り扱いもおこなっております。

༩ಛผऩڅ
を通じ（め先ۈ）者ࢧ与のڅ与所得者には、市役所からڅ　
て特別ऩ税額通知書により通知されます。
者は、6月から翌年5月までの年12回に分けた税ࢧ与څ　
額を、納税者のڅ与からఱҾきし、納税者にかわって翌月の
10日までに市に納めます。
　なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には、届出
により退職時一ׅ納付または普通ऩに切り替えをおこな
います。

金ಛผऩ
　4月1日現在、65歳以上となっている方で、公的年金に係る
所得から市県民税が課税される場合、年金ࢧ者が年金のࢧ
の際に市県民税をఱҾきし、納税者にかわって市に納めま
す。

納税の方法

市ຽ税を納Ίる方（納税義務者）

　毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人

納税義務者

税額　＝　課税標準額　×　税率（�.�%）

税額の計算

個人市ຽ税 問 本 2階 税務課 市ຽ税係　☎0287-23-8725

ఆ資産税ݻ 問 本 2階 税務課 資産税土地係　☎0287-23-8726　資産税家屋係　☎0287-23-8864
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　原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標
準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置
が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用さ
れる場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されま
す。
　固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定
める固定資産評価基準に基づいて基準年度（3年ごと）に評価
替えを行い、原則として3年間据え置かれます。
　償却資産については、毎年、個々の資産の取得価格または
前年度評価額をもとに評価を行い、原則としてこの評価額が
課税標準額となります。

免税点
　市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税
標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、その資産の
固定資産税はかかりません。
◦土　　地　  30万円
◦家　　屋　  20万円
◦償却資産　150万円

住所変更について
　住所を変更されると納税通知書が届かなくなる場合があ
ります。市外で住所を変更したとき、または市外から大田原
市に転入されたときは税務課資産税土地係または資産税家
屋係までご連絡ください。

未登記家屋の所有者の変更について
　建物登記簿に登記されていない家屋の所有者を変更した
場合は、「未登記家屋の所有者変更届」を税務課資産税家屋係
へ提出してください。

家屋の滅失について
　家屋を取り壊されたときは、税務課資産税家屋係へご連絡
ください。

　都市計画税は、住み良い街づくりのための都市計画事業や
土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただく
ための目的税で、条例で定める区域内の土地・家屋に対して
かかる税金です。

納税義務者
　条例で定める区域内に所在する土地・家屋の所有者です。
（固定資産税において免税点未満の資産には都市計画税も課
税されません。）

税額の計算
税額　＝　課税標準額　×　税率（0.2%）

課税標準額

償却資産の申告
　償却資産とは、会社や個人で工場・商店等の事業を経営し
ている方が、その事業のために所有している構築物、機械装
置、船舶、車両、運搬具、工具、器具、備品等の事業用資産をい
います。
　償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況につ
いて、1月31日までに申告しなければなりません。

申告

課税になる家屋について
　住宅や店舗等の建物はもちろんのこと、物置や車庫等も3
面以上の外壁があり土地への定着性（基礎）、外気分断性（屋
根や外壁）、用途性（使用目的による）の要件を満たせば課税
の対象となります。
　たとえば、ホームセンター等で購入した物置等も基礎の構
造によっては課税対象となりますので、設置する際、判断に
迷う場合は事前にご確認ください。

家屋調査について
　家屋を新築・増改築された場合には、家屋を評価するため
に職員が家屋調査に伺います。家屋が完成した年に実施しま
すので、ご協力ください。

家屋の固定資産税

都市計画税 問 本 2階 税務課 資産税土地係　☎0287-23-8726　資産税家屋係　☎0287-23-8864
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ंछ 手続き場所 ඞ要なもの

自転ंػಈݪ
小ܕಛघ自ಈं

大田原市役所 経営管理部 税務課
大田原市ຊொ1-4-1
☎23-8785
所ࢧ所および౬上ࢧӋࠇ
※ミニカーの登録はຊிࣷのみ

登録 ・ 販ച、ৡ、廃車証明書等
車名、車台番߸、排気量がわかるようにしてください。

廃車
・ 標 （ࣝナンバープレート）
ฆࣦ、ഁ ଛ等の場合はห償金200円がかかります。
・標ࣝ交付証明書（なくてもՄ）

ೋྠのܰ自ಈं
ೋྠの小ܕ自ಈं

栃木運༌ࢧ局
Ӊ都ٶ市ീઍ代1-14-8
☎050-5540-2019

必要な書類はࠨ、 記の૭ޱへお問い合わせください。

ܰ自ಈं
（ྠ࢛Αͼ͓ྠࡾ）

軽自動車検査協会 栃木事務所
Ӊ都ٶ市西川田ຊொ1-2-37
☎050-3816-3107

必要な書類はࠨ、 記の૭ޱへお問い合わせください。

　国民健康保ݥ（国保）税は、国保制度を運営していくもっと
も大きなݯࡒです。
　国民健康保ݥのՃ入者は、څ付を受けるݖ利と国保税を納
めるٛ務があります。

　社会保ݥをし国民健康保ݥにՃ入する手続きをれ
ていると、その期間の医療機関૭ޱでࢧう医療費は、全額
自ݾ負担となります。
　また、Ճ入の手続きがれると、国保税をって納付する
ことになりますので、ごҙください。

　固定資産税と併せて納税通知書等を通知いたしますので、
納期限までに納めてください。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標
準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置
が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用され
る場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
　固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定
める固定資産評価基準に基づいて基準年度（3年ごと）に評価
替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

免税点
市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標

準額の合計額が次の金額に満たない場合には、その資産の都市
計画税はかかりません。なお、償却資産には都市計画税は課税
されません。
◦土地　30万円
◦家屋　20万円

　世帯の年間国保税額は「所得ׂ額」と「ۉ等ׂ額」を合計し
た額になります。

所ಘׂ額 前年中の所得にԠじて計算されます。

等ׂ額ۉ 国民健康保ݥのՃ入者にԠじて計算されます。

国ຽ健康อݥ税の税額　世帯主を納税ٛ務者として、世帯୯Ґで計算した税額を課
税します。
　世帯主が後期高ྸ者医療保ݥや社会保ݥ等にՃ入してい
ても、その世帯の中に国保Ճ入者がいれば、世帯主に課税さ
れます。
　災等、特別な事情で国保税の納付が困難な場合は、税務
課ऩ対策係（☎23-8703）へ相談してください。

国ຽ健康อݥ税の納税義務者

課税標準額 納税

　軽自動車税（छ別ׂ）は、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小ܕ特घ自動車およびೋྠの小ܕ自動車を所有している方
に年税で課税されます。年度の途中（4月2日以߱）に取得した場合、その年度は課税されません。

納税義務者

　登録、廃車等の手続きについては、下දのとおりです。
　ຊ人確認をいたしますので、૭ޱにདྷた方は免ڐ証等の分証明書をご提示ください。

登ɺഇं等の手続き

税ݥຽ健康保ࠃ 問 本 2階 保金課 ො課係　☎0287-23-1120ࠃ

ܰࣗ動ं税（छผׂ） 問 本 2階 税務課 税制係　☎0287-23-8785
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�Ҏ্納すると
　「被保ݥ者資格証明書」が交付されます。
　保ݥ証がなくなるので、医療費の負担がいったん全額負担
となります。

※ 資格証明書交付世帯にଐする高校生以下のこどもについ
ては、「短期被保ݥ者証」を交付します。

��か月Ҏ্納すると
　保څݥ付が一時ࠩしࢭめられます。
※ 特別な事情（災・病気・ࣦ 業等）により国保税の納付が困
難なときは、税務課ऩ対策係（☎23-8703）へ相談してく
ださい。

ূ໌ 手ྉ ҙ事߲

資
産
に
関
す
る
証
明

資産ධՁূ （໌土地・家屋） 1件300円

・1件は5ච（౩）以内
・1件増すごとに100円Ճ算
・ 相続の場合には、54ページの「૭ޱで申請するときに必要な
もの」をࢀ照してください。

資産公課ূ （໌土地・家屋） 1件300円

・1件は5ච（౩）以内
・1件増すごとに100円Ճ算
・ 相続の場合には、54ページの「૭ޱで申請するときに必要な
もの」をࢀ照してください。

課税ாແ登（ແ資産）ূ ໌ 1件300円

住宅用家屋ূ໌ 1件1,300円 住民票等の添付書類が必要となりますので、ご不明な点は税務
課までお問い合わせください。

税
に
関
す
る
証
明

所ಘূ໌
1件300円

コンビニ交付は
1件200円

所得額、所得内༁を記ࡌ（児童手当用は児童手当申請に必要な
事߲を記ࡌ）

課税ূ໌ 1件300円 所得額、所得内༁、市県民税額を記ࡌ

ඇ課税ূ໌ 1件300円 所得額や市県民税額等金額の記ࡌはありません。

住ຽ税ܾ定ূ໌
1件300円

コンビニ交付は
1件200円

所得額、所得内༁、市県民税額、所得߇除内༁、扶養人を記ࡌ

納税ূ໌ 1件300円 税目および年度ごとに税額、納付済額、未納額等を記ࡌ

用納税ূ໌ݕं 無料 ຊ人以外の方が૭ޱにདྷられる際は、車検証（コϐーՄ）をご持
。くださいࢀ

法ਓ所在ূ໌ 1件300円

免ݮ
　国保税が減額となる制度です。次の要件に該当する方は、
国保税の納付が困難なときに、該当する場合があります。減
免の対象になる国保税は納期がདྷていないものに限ります。
市への減免申請が必要となります。詳しくは、国保年金課ො
課係へお問い合わせください。

� ຊ年度中にఱ災、その他の災を受けた世帯

2 ශ困により、公私の扶助を受けている世帯

� 被用者保ݥの被扶養者であった方のいる世帯

�
࣬病・事業不ৼ・廃業・ࣦ 業により、ຊ年の合計所得が前
年の合計所得より30ˋ以上減গし、かつ、前年の合計
所得が400万円以下の世帯

国ຽ健康อݥ税のݮ免

納ݶظをաぎると
　税務課からಜ促状が送られてきます。
　Ԇ滞金がՃ算される場合があります。
　国保の被保ݥ者証をฦؐしていただき、「短期被保ݥ者証」
が交付されます。

国อ税をい間納すると…

ओな市税に関するূ໌

有ޮ期限が短い被保ݥ者証で、期限切れごとに交付のた
め૭ޱへ行くことになり、そのつど国保税の納付がٻめ
られます。

ظඃอݥ者ূとは…

国保の資格があることだけを証明するものです。
ඃอݥ者資格ূ໌書とは…

֤छূ໌ॻ等のൃߦ（税務課ؔ係） 問 本 2階 税務課 税制係　☎0287-23-8785
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߹ਓ͕申請する場ݸ
◦ ૭ޱにདྷた方のຊ人確認のため、運転免ڐ証や保ݥ証等
（ਅがないものについては2つ以上必要ࣸإ）
◦ 代理の方が申請する場合は、ຊ人からの委状（大田原市
内で同じ世帯のの場合、委状は必要ありません）
◦ 相続人の場合、被相続人との関係が分かる戸੶౽ຊ等（大
田原市内で、被相続人と同じ世帯のの場合、戸੶౽ຊ
等は必要ありません）
◦ 相続人の代理の方が申請する場合は、相続人からの委状
と被相続人と相続人の関係がわかる戸੶౽ຊ等

法ਓ͕申請する場߹
◦ 法人の代ද者登録ҹ
◦ 代ද者登録ҹが持ࢀできない場合は、代ද者登録ҹがԡҹ
されている申請書または委状
◦ 法人所在証明、住宅用家屋証明については委状は必要あ
りません。

内༰ 手ྉ

ަ
電子計算機により࡞成し
た地番図 1ຕ300円

申告用名د公課資料 無料

Ӿཡ 地番図および旧公図等
1人1時間まで300円
（1時間をえるごとに
300円Ճ算します。）

ෳࣸ 名د帳および申告書等 1件300円

　市税の納付は、ศ利で安心な࠲ޱৼ替をご利用ください。
　納期ごとに指定の༬ஷ金࠲ޱより自動的に納付される制
度です。各納期限日までに金༥機関や市役所に出く必要が
なくなりますので、日中しい方や不在がちの方には大変ศ
利な制度です。

ৼସͰきる税金等࠲ޱ
◦ 市県民税　　　　　　◦ 固定資産税・都市計画税
◦ 軽自動車税（छ別ׂ）　◦ 国民健康保ݥ税
◦ 介護保ݥ料　　　　　◦ 後期高ྸ者医療保ݥ料
※ 特別ऩٛ務者で市県民税特別ऩの࠲ޱৼ替をご希望
の方は、税務課までご連絡ください。

関ػৼସ͕Ͱきる金༥࠲ޱ
◦ 利ۜ行　◦ 栃木ۜ行　◦ 大田原৴用金庫
◦ നՏ৴用金庫　◦ ӊࢁ৴用金庫　◦ 那須৴用合
◦ 那須農業協同合　◦ Ώうちょۜ行（༣ศ局）

申し込みにඞ要なもの
◦ 納税通知書　◦ ༬ஷ金通帳　◦ 通帳届出ҹؑ

申込方法
　市内の上記金༥機関૭ޱに備えてある「大田原市公金࠲ޱ
ৼ替ґཔ書」に必要事߲を記入し、届出ҹをԡして各金༥機
関૭ޱに提出してください。市外の方で申し込みを希望され
る方には、ґཔ書を送付いたしますので、ご連絡ください。

　納付書で納付する場合は、納期限内に次の場所で納付して
ください。
1　 大田原市役所・౬上ࢧ所・ࠇӋࢧ所・両ڷ出ு所・須լ川
出ு所

2　 下記の金༥機関のຊ店・ࢧ店（出ு所）
利ۜ行　　　　　　栃木ۜ行
大田原৴用金庫　　　ӊࢁ৴用金庫
നՏ৴用金庫　　　　那須৴用合
那須農業協同合

※ 指定以外の金༥機関で納付すると手料を請ٻされる場
合があります。
3　 Ώうちょۜ行・༣ศ局（栃木・ҵ・܈അ・ઍ༿・࡛ ・ژ౦・ۄ
ਆಸ川・ࢁས）

※ 納期限内に限る。

4　 下記のコンビニエンスストア等
..,設置店　くらしハウス　スリーエイト　生活࠼家
セイコーマート　セブンイレブン　タイエー
デイリーϠマβΩ　ニューϠマβΩデイリーストア
ハセガワストア　ハマナスクラブ　フΝミリーマート
ポプラ　ミニストップ　ϠマβΩデイリーストア
ϠマβΩスペシャルύートナーシップ　ローソン
ローソンストア100　1aZ1aZ　-*/& 1aZ

※ コンビニエンスストアでは、下記の納付書はお取扱いでき
ません。
　ア　 コンビニ様のバーコードのないものおよび1ຕの納

付額が30万円をえるもの
　イ　納期限をաぎたもの

ަɺӾཡɺෳࣸ ૭ޱͰ申請するときにඞ要なもの

ೲの所 問 本 2階 税務課 ऩೲ管理係　☎0287-23-8639

振ସにつ͍ͯ࠲ޱ 問 本 2階 税務課 ऩೲ管理係　☎0287-23-8639

5�

市
税

２３０３大田原市3(SG40)行政最終.indd   54 2023/02/16   9:23:14




